
○議長 赤嶺奈津江さん これから本日の会議を開き

ます。本日の議事日程は、あらかじめ会議システムに

保存してありますのでご確認ください。

開議（午前10時00分）

日程第１．会議録署名議員の指名

○議長 赤嶺奈津江さん 日程第１．会議録署名議員

の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規

則第127条の規定によって15番 知念富信議員、１番

玉城陽平議員を指名します。

次に、日程に入る前に、本日民生部長から３月17日

の会議における発言について、会議規則第64条の規定

により、会議システムに保存した発言訂正申出書の記

載部分を訂正したいとの申出がありました。お諮りし

ます。これを許可することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長 赤嶺奈津江さん 異議なしと認め、民生部長

からの申出を許可することに決定しました。

日程第２．一般質問

○議長 赤嶺奈津江さん 日程第２．一般質問を行い

ます。それでは、通告書のとおり順次発言を許します。

５番 伊佐園恵議員。

〔伊佐園恵議員 登壇〕

○５番 伊佐園恵さん おはようございます。それで

は一般質問を始めさせていただきます。一問一答でよ

ろしくお願いいたします。

大きい１番、体罰防止「子どもを健やかに育むため

に～愛の鞭ゼロ作戦」の取組を伺う。（１）本町では、

具体的にどのような取組があるか。（２）５つのポイン

トは何か。（３）体罰防止について、学校で児童生徒は

どのように学んでいるのか、具体的に挙げよ。（４）体

罰によるマルトリートメントで、児童生徒の脳（心）

にどのような影響があるか。（５）東京都足立区のよう

にホームページに掲載してほしいがどうか。（６）町広

報にも掲載してほしいがどうかです。よろしくお願い

します。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 おはようございます。一般質

問、質問事項１、（１）についてお答えいたします。「愛

の鞭ゼロ作戦」は、こども家庭庁が啓発している児童

虐待防止推進キャンペーンであり、本町でも取組の一

環としてのぼり旗掲揚及び窓口での啓発物配布を行っ

ております。

（２）についてです。こども家庭庁が啓発する５つ

のポイントは、「子育てに体罰や暴言を使わない」、「子

どもが親に恐怖を持つとＳＯＳを伝えられない」、「爆

発寸前のイライラをクールダウン」、「親自身がＳＯＳ

を出そう」及び「子どもの気持ちと行動を分けて考え、

育ちを応援」であります。

（４）についてです。こども家庭庁の資料によると、

体罰や暴言は、脳の前頭前野や視覚野などを傷つけ、

子どもの精神面や行動に悪影響を及ぼすとされていま

す。

（５）です。町ホームページに掲載しております。

（６）です。町広報誌へ掲載してまいります。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育長。

○教育長 金城郡浩君 （３）についてです。道徳や

特別活動などの時間において、暴力行為だけでなく言

葉でも人を傷つけることがあるなど学んでいます。さ

らに講師を招聘しての講話など、外部人材を活用して

おります。

○議長 赤嶺奈津江さん ５番 伊佐園恵議員。

○５番 伊佐園恵さん 答弁ありがとうございます。

南風原町でも子どもの体罰防止に向けて、いろんな取

組がされてきているんだなということが分かりました。

特に（６）についてであります。ちょっと再質問で説

明したいところがあります。まず親のしつけのための

暴力と称した体罰が相次いでまだ発生しているという

ことです。児童虐待防止法及び児童福祉法が改正され

たのが、2020年４月施行です。この時期というのがちょ

うどコロナ禍前になります。なのでその後にコロナが

起きましたので、この法律について知らない、知らな

かったという方がまだ８割ぐらいいるということで、

こども家庭庁の動画より分かりました。体罰等の禁止

のガイドライン、もちろん暴言も含みます。怒鳴るこ

とも含みます。これはやってはいけない、そして体罰

は百害あって一利なし、子どもに望ましい影響などは

もたらさないということが研究でも分かっていると子

ども家庭庁の動画のほうより知ることができます。新

しい子育てに変えていこうという取組を、社会全体で

取り組んでいくことが大切かなと思っています。そこ

で親の体罰禁止の中には、まず親への対応も重要になっ

てくるということでした。育児中の閉そく感、それか

らあとは、もうこのまま育児を全部リセットしたいと

いう気持ちが起こったり、止まらない感情が起きたり、

子どもを叱責してしまっていたということが実際に起



きているということです。このこども家庭庁の動画の

中で出てくる方なんですが、男性のお父さんなんです

が、もう子育ては終わって、お子様はもう大人になっ

ているんですけれども、この方のお話の中にあったん

ですが、自分は育児をほとんど妻に任せていたと。あ

るとき、20代後半に早くして奥様のほうが亡くなられ

てしまった。そのときに自分が育児を全部背負うこと

になった。あるとき幼稚園に行って、お母さんたちの

輪の中に自分が入れずに孤立をしてしまった。このイ

ライラの気持ちを子どもにぶつけてしまったという話

をしていらっしゃいました。いろんな状況の方がいる

中で、お父さんのそういう意見というのはすごい貴重

だなと感じたところでございます。ですから先ほども

説明してもらいましたマルトリートメントですけれど

も、不適切な関わりということで、自分もマルトリを

してしまっていたなということでお話をされていまし

た。講師をしていた方も、私も全然マルトリートメン

トをしてきていませんということは言えないですとい

う話もしていました。実際、知識がない方も多いです

し、私自身もいろんな話を聞く中で反省する点という

のはありました。特に子どもの育ちの最初の100か月、

大体８歳ちょっとぐらいまでですが、このときの脳の

発達、そこで起きるマルトリートメント、脳への影響

というのがすごく大きいんだということを、この動画

を通じて知ることもできました。しかし一度傷ついた

からといって、それでも傷ついたままで治らないんだ

ということではなくて、いろんな関わりが持てたり、

いろんな条件が揃ったり環境が揃ったりすることで改

善するということも分かってきています。なので大人

が子どもに対する虐待を防止しましょうという話です

けど、その裏にある親の大変さを知ることも大切だな

というふうに感じたところでございます。子育て、孤

独の孤の孤育てにならないように、共育てというのが

大切だなということで、このお父さんがお話しされて

おりました。親でも駄目だって分かっている、大人だ

し分かっている。だけど余裕がなくなると止められな

くなるんだということをですね、おっしゃっていまし

た。まさにそうではないかと思っています。表向きの

部分、見える部分と、またお家に帰って見えなくなっ

てしまう部分、そこに子どもたちの安心や安定がない

といい育ちができないというのを痛感させられたとこ

ろです。行政として、どのように関わっていけるのか

なというところでいろいろ私も調べた中で、法律もあ

りますし、いろんな広報とかですね、是非南風原町で

も積極的に発信をしてもらいたいなと思っているとこ

ろです。特に11月は虐待防止月間にもなっています。

そのときのちょうどこども家庭庁の動画でしたので、

もし見たい方は是非見てもらいたいなと思っています。

とても分かりやすくなっています。そこも含めてです

ね、是非町民に分かりやすく、子どもたちがすくすく

育ってもらえるような、そして親御さんたちもほっと

するような広報にしてもらいたいと思いますが、その

ような工夫した広報にしてくださいますでしょうかと

いう質問です。お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 先ほど質問事項１、（４）の部

分で、脳の前頭前野や、私、「視覚野」というふうに申

し上げましたが、「聴覚野」でございます。おわびして

訂正いたします。

○議長 赤嶺奈津江さん こども課長。

○こども課長 儀間博嗣君 お答えいたします。今、

ご質問にありました件については、答弁にありますと

おりホームページで掲載、あるいは広報誌でも今後も

掲載していきますが、やはりふだんの我々の取組とし

てですね、窓口でそういった通報などがあった際の通

報先「１８９」という全国展開のダイヤルがございま

す。またいつでもこうやって相談をしたときに、どの

ようにすればいいのかということもホームページで行

う、あるいはまた子どもに接する町内の施設、保育所、

学童を中心に研修会なども実施をしました。そういっ

たことを、地道なことでありますが、引き続き今後も

継続していきます。以上でございます。

○議長 赤嶺奈津江さん ５番 伊佐園恵議員。

○５番 伊佐園恵さん ありがとうございます。是非

よろしくお願いしたいと思います。

それでは大きい２番のほうに行きたいと思います。

子どもの権利を問う。（１）ＳＤＧｓが町総合計画に反

映されているように、子どもの権利が反映される町の

計画はあるか。（２）４つの原則は何か。（３）大阪府

寝屋川市監察課のような「いじめ」対策を専門とする

課や班を設置してほしいがどうかでございます。答弁

をよろしくお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項２、（１）についてお

答えいたします。今年度こども計画を策定しました。

同計画に、こどもの権利に関する項目を盛り込んでお

ります。

（２）です。４つの原則でございますが「差別の禁

止」、「子どもの最善の利益」、「生命、生存及び発達に

関する権利」、「子どもの意見の尊重」であります。

（３）です。本町の課及び班については、町の実情

に応じて設置をしています。今後、いじめ担当課や班



の設置が必要となった場合は、寝屋川市や他の先進事

例を参考にしてまいります。

○議長 赤嶺奈津江さん ５番 伊佐園恵議員。

○５番 伊佐園恵さん 答弁ありがとうございます。

（３）でございます。大阪府寝屋川市のほうで監察課

というものがあるということです。ホームページを見

ると、すぐ分かりやすく課の説明があります。まずで

すね、主にいじめを相談される委員会というのは、教

育委員会のほうがこれまでは多かったのかなというふ

うに感じております。まずですね、学校の先生方や教

育委員会の方々というのは、いじめの専門家ではない

です。しかし、深刻ないじめというのはまだ起きてい

ます。なので、新しいやはり取組というのは必要なの

ではないかと考えているところに、大阪府寝屋川市の

監察課というところがあるということを知りました。

この監察課はですね、まずは専門的なケースワーカー

さんが何名かいらっしゃって、毎月いじめがないかと

いう通報をしていいですよ、ここにしてくださいと子

どもや保護者に対しても通知をすると。あるいは見て

いくと分かるんですけど、いろんなアプローチをして、

ほとんど通報が来てから迅速に対応して、１か月以内

にこのいじめが収まっているという実績があるそうで

す。とてもすばらしい取組じゃないかなと思っていま

す。子どもたちにもいじめはいけないことだし、いじ

められたらＳＯＳを出していいんだよという発信をす

ることは、とても重要だなと感じているところでござ

います。このいじめの班や課が、是非必要になったと

きは、是非ここを参考にしてですね、やっていっても

らいたいと思うところであります。

もう一つですね、政府広報オンラインのほうに、と

ても分かりやすい文章があったので、ちょっと読ませ

ていただきます。お友達のピンチ、身近な大人に話そ

うとありました。身近な大人、私たちは大人として話

されたときに、この子を助けることができるのでしょ

うか。生きていればつらいこと、うれしいこと、楽し

いこと、いろんなことがある。だってそれが私たちの

人生だから。だけども友達が苦しんでいて、それにあ

なたが気づいたら寄り添って受け止めてあげて、そし

てあなたから勇気を出して大人に話してみてほしい。

クラブの先輩、学校の先生、スクールカウンセラー、

信じられる誰かが絶対にいる、助けてくれる誰かが絶

対にいる。友達のＳＯＳには教室の頭文字をとって、

きづいて、寄り添う、受け止めて、信頼できる大人に

つなげようというふうに政府広報オンラインのほうで

の発信でありました。ネットでも見ることができます。

是非ですね、南風原町でもこのような取組ができれば、

前向きに検討してほしいと思いますが、どうでしょう

か。

○議長 赤嶺奈津江さん こども課長。

○こども課長 儀間博嗣君 お答えいたします。ご質

問でありました先進事例も含めですね、我々のほう、

このこども家庭庁のほうでいじめの基本方針が策定さ

れて、家庭庁のほうで実施することとなっております。

そういったことからこの福祉部門のほうでどういった

ことができるかを、やはり教育委員会との連携を前提

になると考えております。そういったことを踏まえて

ですね、広報のほうも今後検討していきたいと思いま

す。以上でございます。

○議長 赤嶺奈津江さん ５番 伊佐園恵議員。

○５番 伊佐園恵さん ありがとうございます。是非

よろしくお願いしたいと思います。

それでは大きい３番に行きたいと思います。女性デ

ジタルスキルアップ講座を問う。（１）糸満市のように、

レベル等を変えた講座を行ってほしいがどうかでござ

います。よろしくお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項３についてお答えい

たします。他市町村の事例を含め、事業者からの新た

な提案、受講者の声など様々な情報を分析し、よりよ

い事業を実施してまいります。

○議長 赤嶺奈津江さん ５番 伊佐園恵議員。

○５番 伊佐園恵さん 答弁ありがとうございます。

まず私のほうに町民の何名かから意見が寄せられまし

て、糸満市でこういうような女性デジタルの取組があ

りますよ。これだったら私、やろうかなと思っていた

よという声があったのと、あと実際に講座を受けてい

る方から、難しくて、ちょっと私毎回同じことを聞い

てしまっていますという方がいらっしゃいました。糸

満市の動画を見てみると、具体的にとても何をするか

というのが分かりやすかったんですね。なので南風原

町でも同じように、その方のレベルに合わせてやりま

すということで説明はあったんですが、町民に向けて

の発信の仕方ですね、広報の仕方の工夫が必要なのか

なと感じたところでございます。そのような感じで、

糸満市を参考に分かりやすくデジタル女性の募集をす

るときにはやってほしいなと思っておりますが、この

工夫はできますでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 産業振興課長。

○産業振興課長 松本仁志君 お答えいたします。私

どもですね、様々な事業を実施します。そういった中

で参加者、そういった方を募るときはですね、実際に

相手にこういった事業をやりますよとか、なるべく伝



わりやすいように、そして私たちが目的としている人

たちにそれが届くように、今後もですね、今まで同様

実施していこうと考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ５番 伊佐園恵議員。

○５番 伊佐園恵さん 是非よろしくお願いしたいと

思います。

それでは私の一般質問を終わりたいと思います。あ

りがとうございます。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午前10時24分）

再開（午前10時26分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。

通告書のとおり順次発言を許します。13番 照屋仁

士議員。

〔照屋仁士議員 登壇〕

○13番 照屋仁士君 それでは一般質問、２番目の質

問をさせていただきたいと思います。３月議会は、一

年間の予算を決める大切な議会であります。前半の条

例、予算審議、また先週の補正予算と重要案件が続き

ました。また町長の施政方針では、町民体育館の建設

スケジュールの変更など大きな方針も提案をされまし

た。私たち議員は、そして議会は、二元代表制の下、

町長や執行部をしっかりとチェックし、ときにはただ

し、ときには背中を押して町民の利益のために町政を

進めていかなければなりません。私のキャッチフレー

ズは、町も暮らしも上向きに。誰にも目を、顔を伏せ

ることなく、しっかりと上向きなまちづくりをこれか

らも提案してまいります。さて今回は、去る12月議会

の補正予算、また一般質問でも取り上げました学校給

食について、再度質問をいたします。先日の現場調査

においても、久しぶりに給食センターを視察したほか、

提供される給食も試食をさせていただきました。幼稚

園から中学生まで、毎日約5,800食を届けるその重要性

はもちろん、近年では安心安全はもとより地産地消を

はじめとする経済効果などでも行政施策として重要な

位置づけである学校給食、前回に続いて町民目線で質

問をいたします。一問一答でお願いをいたします。

大きな１問、子どもたちの給食はどうなる２。（１）

平成26年以降から給食センターの正規職員は減らされ

てきました。その取組は、将来的な民間委託を見越し

たものだったのか。また当時、その方針は示されてい

たのか伺います。（２）民間委託によってどのように変

わったか。①業務分担。②配置や人数。③安全対策。

④コスト比較など分かりやすく示してください。（３）

今年から学校給食費が値上げをされます。また新たな

補助なども始まります。実際に子どもたちの給食に対

する負担はどうなるかお答えください。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育長。

○教育長 金城郡浩君 それではお答えします。（１）

についてです。学校給食の運営について、昭和60年１

月、「学校給食業務の運営の合理化について」を文部省

（現文部科学省）から通知を受け、平成16年「南風原

町職員定員適正化計画」の中で、職員定員適正化のた

め、事務事業の民間委託を目指して、給食調理員の定

年退職者の補充は行わず嘱託職員等を雇用して対応す

ると示されております。

（２）についてです。学校給食調理業務等の民間委

託は、令和７年４月から開始されます。①業務分担。

委託するのは、給食の調理、学校までの配送、回収、

食器類の洗浄等の片づけの業務部分となります。②配

置や人数は、委託での栄養士１人、調理員やボイラー

管理責任者など27人、ほか町職員など５人を含む32人

となっています。③安全対策として、調理は委託後も

これまでどおり文部科学省の「学校給食衛生管理の基

準」等に従って、学校給食調理場を使用し調理作業を

行います。④コスト比較については、運営費が令和６

年度と令和７年度の当初予算比較で5,069万2,000円の

増となります。また調理員等の確保において、民間で

のノウハウを生かした安定的人材確保や、安心安全に

向けた体制強化となります。

（３）についてです。学校給食費の改定は、令和７

年４月からとなりますが、令和７年度中学校は沖縄県

が半額補助を実施するため、給食費の徴収額は月額

3,000円となります。小学校、幼稚園は物価高騰対応重

点支援交付金を活用して補助を行いますので、改定前

と同額の小学校が月額4,500円、幼稚園が月額3,200円

となり、保護者への実質的な負担増はございません。

以上となります。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 今回ですね、答弁の中では平成

16年（2004年）、職員定数適正化計画に示しているとい

うふうに答弁をいただきました。また前回の一般質問

でも、この正規職員を採用せず会計年度任用職員に切

り替えてきたのは、平成26年当時から行政の方針と答

弁をされています。具体的には誰がどの機関に対して

どのように示されてきたものか、また議会にも説明し

たかどうか伺います。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

昭和60年の文部省通達の学校給食業務の運営の合理化



においてですね、学校と地域の実情に応じて市町村が

学校の質の低下を招くことのないよう適切な方法によ

り運営の合理化を図ることが指導をされています。そ

の後、学校給食の運営の合理化について、平成15年７

月18日付で文部科学省スポーツ青年局学校健康教育課

長発出で、学校給食業務の運営の合理化が推進される

よう市町村教育委員会に対し指導及び通知徹底を指示

しております。その後に南風原町職員定員適正化計画

があり、給食共同調理場職員の定年退職の補充を行わ

ず、嘱託職員等を雇用して対応することとなっており

ます。第４次南風原町行政改革大綱や第５次南風原町

行政改革大綱にも、業務の民間委託や指定管理者制度

の導入を推進することとなっております。このように

昭和60年の文部省通達を受け、南風原町職員定員適正

化計画、町行政改革等で示されてきたものと承知して

おります。また方針等の策定については、それぞれの

諮問機関で専門的に議論され、パブリックコメント等

で町民等へ意見をいただき議会へ説明していると承知

しております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 なかなか長い答弁で、非常に町

民の皆さんには理解しづらいんじゃないかというふう

に思いますけれども。そこはまた検証をしてですね、

掘り下げていきたいと思いますが、分かりやすく言う

と、当時から今日までの間、今答弁をトータルすると、

やってきたよというふうに聞こえるわけですけれども、

具体的に執行部や現場の職員に、どのように説明が行

われてきたか。また職員の待遇等に関することも含ま

れますので、組合等では了承されたのかどうか。分か

りやすくご答弁をお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

執行部や現場職員については、どのように説明が行わ

れてきたかについてですが、行政改革大綱などが策定

される場合、執行部のほうもワーキング部会等に所属

しており、意見が反映されていると承知し、現場職員、

調理員等にも情報は共有しているところでございます。

南風原町労働組合にも、内容は説明されているものと

承知しております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 答弁からいくと、計画に定めた、

イコール説明は足りているというふうに聞こえるわけ

ですよね。なかなか町民だったり、議会に対してパブ

リックコメントとおっしゃっていますけど、私は平成

22年から議会にいますけれども、なかなかそういう答

弁をいただくと、そこまで調べ切れていなかった私た

ち議会のほうが悪いというふうに反省をするところで

ありますけれども。ちょっと視点を変えてですね、前

回の12月議会では予定外の退職者や人員不足から、急

遽債務負担行為での民間委託が決まったというふうに

認識しています。ただ今の答弁だと違うというふうに

聞こえますけれども。平成26年度以降、正職員の採用

がない。当然方針は知っているだろうという現場の職

員の皆さんについてですね、反応はなかったのか。そ

の辺りをご説明いただきたいと思います。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

予想外の退職者や人員不足から債務負担行為で民間委

託に決まったと認識しているということで、その質問

ですが、以前から話し合っていた内容になります。令

和６年の年度当初にですね、令和７年度から予想外の

退職等もありまして、令和６年の年度当初からですね、

令和７年度から学校給食を安心安全に提供できるかを

議論しました。その結果ですね、学校給食調理委託等

を実施しなければ、安心安全に学校給食が提供できな

いとの調理員の総意で今回の調理等の民間委託に向け

て取り組んでまいりました。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 なかなか現場の感覚は、今の答

弁からは伝わってこないなと。職員の皆さんの心中を

察すると、どうだったのかなというふうに感じます。

今の答弁の中で、先ほど繰り返しになりますけれども、

各種計画、パブコメ、いろんなので示されてきたんだ

から、それに気づかない、ほかの人は気づいていたか

もしれないので、私がチェックできていなかった、ま

たはこれで分からなかった町民のほうがなかなか理解

が追いついていないと、前から決まっていた話だよと

いうふうに聞こえるわけですけれども、それについて

教育長、町長、そのような理解ですか。私は、若干駆

け足だったなと。前回、12月の補正予算でも修正動議

を出しましたけれども、ちょっと今回はやむを得ない

にしても急いだなという感覚だったわけですけれども、

いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 町長。

○町長 赤嶺正之君 ただいまの照屋仁士議員のご質

問にお答えをいたします。確かに計画をつくって、そ

のとおりやってきたんだよと、それで議会や町民の皆

さんの意見を無視していると、そういったふうな捉え

方がですね、今、仁士議員の主張のようでございます

けれども、決してそういうことではなくてですね、先

ほど来、担当の者から説明がございましたように、こ

の文科省からの通達等もありまして、将来的には民間



委託が望ましいと、そういったふうな内容でございま

すので、多分に当時の町の執行部といたしましては、

その方針を決定したと。その過程に関しましては、先

ほど答弁しましたとおりそれなりの手続を経ていると

いうふうに認識をしているわけでございます。当然、

現場の職員の方々とはですね、労働組合とは事前にそ

ういった情報も提供しながら、毎年この組合との職場

要求の交渉がありますので、その段階で話合いはして

いるというふうに私は認識をいたしております。そう

じゃないと、もしその民間委託の方針、あるいはまた

雇用の中断とかというのが、組合として受け入れなかっ

たらば、これは大きな闘争になっていたんじゃないか

というふうに認識をしているわけでございますので、

私は直接その交渉には参加していないですが、多分に

組合と当局とはそれなりの交渉を経てきたというふう

な認識でございます。そういうことで、こと現在に至っ

ているわけですけれども、現状を考えますと決して民

間委託することによって、現在のこの給食の体制が劣

悪化するというふうな認識はございませんで、かえっ

て改善していくものだというふうに考えておりますの

で、是非議会のほうの、あるいは町民の皆さん方のご

理解をいただきまして、今よりもさらにいい給食の供

給体制をですね、整えていきたいというふうに考えて

いるところでございます。計画だから町民の皆さん、

あるいは議会の理解も得ているんだというようなこと、

そういったふうな、ちょっと一方的な考え方じゃなく

てですね、町としましてはそれなりに情報も開示しな

がら説明すべき場所ではしっかりと説明もしてきたと

いうふうな認識でございますので、どうぞご理解のほ

どお願いしたいと思います。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 町長、私も一生懸命ですね、言

葉を選んで質問しますので、無視したとは私言ってい

ませんので、そういう理解ですかと、非常に拙速のよ

うに感じていますと私見を述べているわけです。向こ

う５年間ですね、この債務負担行為が決まっています。

今回の手続でいくと、私から見れば選択肢がない、運

営委員会の諮問、またこの学校給食の重要性を鑑みて

も今回の政策決定の過程には、非常に不満が残ってい

ます。今後は、より今回よりも丁寧な議会の説明、ま

たアンケートなども含んでですね、町民への意見聴取

を望みますがいかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 町長。

○町長 赤嶺正之君 ただいまの照屋仁士議員のご質

問にお答えをいたします。これまでも私といたしまし

ては丁寧な説明を、そしてまた議会のほうとも良好な

関係をというふうなことで、常に誠意を持って対応し

ているつもりでございますけれども、仁士議員からの

ご指摘もあります。さらに誠意を持ってですね、対応

してまいりたいと思っておりますし、町民の皆さんに

も可能な限りいろんな選択肢を、方法を用いながらで

すね、町民の皆さんにも周知をしてまいりたい、ご理

解を得ていきたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いをいたします。以上でございます。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 是非ともですね、町民の皆さん

から私もこの声を受けてここに立っておりますので、

是非とも、どこまでやれば十分というのはないのかも

しれませんけれども、行政には今言った、町長の答弁

があったようにですね、より丁寧な説明を求めていき

たいというふうに思います。

２点目に進みます。業務分担についてご答弁をいた

だきました。今の答弁の中で、もっと分かりやすく言

うと、行政が責任を持って運営をするという説明も前

段ありました。その指示系統についても、しっかりと

担保されるのかどうか伺います。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

調理業務等を民間委託しても、調理や衛生管理対応は

文部科学省の基準に従って行われ、県の栄養士が委託

業者の責任者と調理手順などについて事前に打ち合わ

せした上で、決められた献立に従い衛生的に調理が行

われているかを日々確認するということですので、業

務分担も行政が責任を持って運営するので、安心して

学校給食の運営がなされるということになります。以

上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 ２点目に、②のほうで配置や人

数について確認をいたしました。具体的には32名にな

るという答弁をいただいていますけれども、何名から

何名になるのか。また以前には休日等の対応について

もあったと思いますので、その辺りを補足して人員の

部分ですね、どのように強化されるのかお答えいただ

きたいと思います。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

人員のほうは、業務責任者及び副責任者には栄養士免

許の有資格者、ボイラー管理責任者、食品衛生責任者

が配置されます。また令和６年度は調理員が予算上で

はですね、24名だったものが27名に増えます。人員数

については、強化されると考えております。また委託

をすることで、柔軟に人員配置に努めることができま



すので、安全に給食提供が行われると考えております。

あと休日の対応については、今までどおり南風原町が

休日に提供するということになれば、指示に従って運

営されるものだと考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 今の答弁でいくと、その管理業

務を含まれると思いますけれども栄養士が１名プラス、

調理、配送関係が３名プラス、現状よりも４名ほど増

えるという答えなのか。現状で何名要するに増えるの

かということと、あとは休日というのは、給食センター

の職員が休んだ場合に、これまでの対応とどう変わる

のかというところが以前説明があったと思いますので、

町民の皆さんに分かりやすくという視点ですので、そ

の辺りをもう１回お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん 令和６年度の会計年

度任用職員が予算で比較すると24名を確保して予算が

ありましたが、27名に増えるということで３名増にな

ります。休日の対応ということで、柔軟に人員配置が

できるということは、学校給食の調理に関しては衛生

基準が厳しいものですから、少し検便等に異常があれ

ばもう休みをいただかないといけない等、体調不良の

ときにも調理に加わってはいけないということで、私

たちのほうも人員確保にすごい苦労してまいりました。

それを委託にすることによって、流動的に配置ができ

るということで、私たちのほうは安全に給食が提供で

きる人員配置になるなということで考えております。

以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 人員についてはプラスアルファ、

また休んだときの補充等にも強化されるということで

す。また現行でも正職員の皆さん、残る方もいらっしゃ

います。そういった方、また再任用の職員の方、会計

年度任用職員の方もいらっしゃるわけですけれども、

委託することによってその雇用や待遇などは担保され

ているのでしょうか。その辺りをお答えいただきたい

と思います。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

現在４名の調理員がいらっしゃいます。その処遇につ

いては、令和７年度は１名退職されます。残り３名は

引き続き調理業務を行ってまいります。再任用職員の

ほうも、現行のままの処遇で調理業務を行っていただ

きます。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午前10時53分）

再開（午前10時53分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん 会計年度任用職員の

雇用につきましては、委託業者への就職が22名中19名

となっております。その他３名のほうは希望しない、

あるいは配置替えの希望があり、雇用が19名となって

おります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 今、雇用についての説明があり

ましたけれども、待遇についての説明はいかがですか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん 委託業者のほうの社

員となる会計年度任用職員の待遇については、面接等

で意思確認を行いながら正社員やパート職員になると

いうことで承知しております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 それでは当然、正職員や再任用

は直接雇用ですから、雇用も待遇も担保されている。

ただ会計年度任用職員については、委託先への雇用に

切り替わるので、雇用や待遇は担保されていないとい

うふうに捉えますけれども、現状は19名希望どおり入っ

ているということですけれども、雇用や待遇について

は確認されていない、それとも担保されていない、会

社側の対応になるというふうに私は理解しますけれど

も、そのような理解でよろしいですか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん 議員おっしゃるとお

りです。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 非常に多くのですね、会計年度

任用職員がこの３月まで頑張っていただいている中で、

19名がしっかり雇用されるということはよかったなと

思う反面、来年以降ですね、どういうふうに推移して

いくのか。特にこの心配されるのは、私は雇用の場と

しても、企業に委託することによってそれが、現在も

別に会計年度任用職員は町内に限っているわけじゃな

いと思いますけれども、やっぱり雇用の場というのが

減っていく、待遇がどうなっていくかということが若

干心配だなというふうに思います。

次に、安全対策についてもですね、先ほど各種業務

の責任者の話もありましたけれども、分かりやすくど

のように強化されていくのかお答えいただければと思

います。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

学校給食の民間委託における安全対策としては、委託



先の選定や衛生管理があると考えております。委託先

の選定については、学校給食調理場の経験、実績、経

験や経営状況、衛生管理状況などについて町が決めた

基準を満たす業者を対象として、価格のみによる選定

ではなく、価格以外に委託業者からの提案内容も評価

して委託業者を選定する公募型プロポーザル方式によ

る随意契約を行っております。調理業務等を民間委託

しても、衛生管理対応は文部科学省の基準に従って行

われ、町の栄養士が委託業者の責任者と調理手順など

について事前に打ち合わせをした上で、決められた献

立に従い衛生的に調理が行われているかを日々確認し

ます。また保健所や学校薬剤師による立入検査も従来

どおり実施されるため、複数の目によりチェックを行

います。なのでこのように強化されると考えておりま

す。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 安全性については、しっかりと

担保されているというふうに理解はします。

４点目でコストについてですが、約5,000万円ちょっ

とコストが高くなると。先ほどあったように、人員が

強化される、安全性が強化されるというところで、そ

こはやむを得ないのかなというふうに思いますが、通

常だとですね、この民間委託ということであるとコス

ト削減まで望まれることが多いので、今回のこのコス

トについては、その強化した分だというふうに捉えま

すけれども。ただこういうご時世ですから、これは債

務負担行為で５年間にわたって契約がなされてますけ

れども、このコストについて５年間現行コストという

のは担保されているのかどうかですね、その辺りを教

えていただきたいと思います。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん 学校給食運営費につ

いては、毎年度調理場の整備費、工事、修理、備品購

入等に変動がありますが、令和６年度、令和７年度そ

れぞれの当初予算で比較をすると、令和６年度当初予

算で１億7,383万3,000円で、令和７年度は２億2,452万

5,000円で、5,069万2,000円の増になります。

５年間の現行コストは担保されるかについては、正

規調理員や再任用職員等の退職、離職があった場合、

現行契約の27名から増員する必要があると考えており、

必要があると認めたときには協議の上、契約の金額を

変更することがあると考えております。改修のほうに

ついても、毎年度大きいものであったり小さいもので

あったり、変動があると思いますので、この現行コス

トが現状で動くということは、ちょっと考えておりま

せん。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 変動する要因は、こちらの行政

側の要因で、例えば物価高とか、採用コストとか、業

者側の要因でコストが上がる、そういったことは想定

していないということでよろしいですか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

そういったものも想定されることだと考えております。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午前11時01分）

再開（午前11時01分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。13番 照屋仁

士議員。

○13番 照屋仁士君 再度確認しますけれども、最初

の答弁では現行コストが担保されている、次の答弁で

は業者側の社会情勢によって現行コストは担保されて

いない、矛盾するように聞こえるんですけれども。再

度確認しますけれども、町側の要因ではなくて業者側

の要因、社会的要因でも５年間コストが変わる、上昇

することはあり得るというふうに理解しますけれども、

それでよろしいですか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育部長。

○教育部長 与那嶺秀勝君 去る２月25日に交わした

契約書の請負額については、５年間含め継続の締結を

していますが、その中で経済情勢等の変化がある場合

には協議するということとなっていますので、変動は

あるものと考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 私も去る12月議会で、向こう５

年間業者が決まるということで、コストの部分や運営

の部分が後戻りできなくなるんじゃないか、そういっ

た懸念が非常に大きくありました。町民の皆さんから

も、そういう声も私も伺いました。そういうことで行

けば、今後老朽化した給食センターの改修であったり、

また直営に戻すことも選択肢として私はあるべきだと

いうふうに考えますけれども、そういったことも排除

されるものではない、業者側の運営の方法とか業者側

の都合だけで南風原町の行政が選択肢を失う、そうい

うことではないというふうに理解したいんですけれど

も、そのような考えでよろしいですか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

今後、センター改修については児童生徒の人数や調理

場建物の状況に応じた対応を行ってまいりたいと考え

ております。また学校給食調理業務等委託から直営の

変更は、現在は考えておりません。以上です。



○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 じゃあ私の言ったことは、排除

されるということでよろしいですか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育長。

○教育長 金城郡浩君 先ほどの答弁については、現

時点ではというふうな限定的な話ですけれども、可能

性としては、やはりいい教育をするための可能性とし

ては常に持っていると。今、選択しているのは委託だ

ということでございますので、今後状況とかいろいろ

鑑みて、どれがベストかというふうな可能性は常に持っ

ているものだと考えております。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 是非ともですね、よくするため

の委託だというふうに理解したいんですけれども、こ

の学校給食をめぐる様々な課題というのは、皆さんも

ご存じのようにいろんな社会情勢の中でですね、いろ

んな事故とか、不祥事とか、そういった不安が保護者

の皆さんからも私のところに寄せられているんです。

そういったところで選択肢はあるかというところで、

ないと言われたらですね、非常に何と言っていいのか

分からないところですけれども、あるというふうに再

度答弁をいただきましたので、私はそのように理解し

たいというふうに思います。

３点目に進みます。沖縄県による中学校給食費の半

額補助のスタートにより、県内他市町村でも、特にこ

の３月議会多いんですけれども、大きな動きが広がっ

ています。特に那覇市の取組などは、影響が大きいと

いうふうに考えますけれども、現時点でどの程度他市

町村の状況を把握しているのか。また財源措置も含め

て、今後も調査検討を進めていくべきだと考えますが

いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

現時点で、どの程度他市町村の状況を把握しているか

については、近隣市町村については状況はうかがって

いるところでございます。財政措置も含め、学校給食

費保護者負担補助については、調査研究してまいりた

いと考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 是非ともこの辺りはですね、当

然県のまとめる資料、また各種報道等でも今いろんな

報告がされているところです。そういった要素が町民

の皆さんに伝わってですね、また本町はという話が今

後も予想できますので、是非調査研究を行っていただ

きたいと思います。またその調査研究の中では物価だ

けの要素ではなくて、他市町村だけの要素ではなくて

ですね、安心安全や地産地消、また経済効果を含めた

食材仕入れ等も検討していくべきだというふうに考え

ますが、その点についていかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん 今回の学校給食改定

の主な理由としては物価高騰がありますが、食材の地

産地消の活用も実施できるものも理由の一つとしてい

ます。今後も食材の地産地消利用を進めてまいりたい

と考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 是非ですね、この学校給食の課

題、学校が始まると余計にまた保護者の皆さんからも

反応、またいいことも含めて出てくると思いますので、

是非とも今後もですね、委託したから問題なしではな

くてですね、しっかり検証を行いながら町民の皆さん

によりよいサービスを提供していただくようにお願い

を申し上げます。

続けて２番のほうに行きたいと思います。大問２、

災害時の対応について、災害対策本部と議会との連携

を。（１）災害対策本部と議会との位置づけはどのよう

になっているか。具体的な対応についても説明せよ。

（２）行政と議会とで、災害時における情報伝達や情

報共有が大切と考える。連携を深めてほしいがどうか、

お答えください。（３）議会も住民から選ばれた二元代

表制の片輪である。当然地域からの声を受け止め、災

害時後の判断も担うべきと考えるがどう位置づけるか、

お答えください。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項２、（１）についてお

答えいたします。災害対策本部は、災害発生時に迅速

かつ的確な対応を行うために設置され、迅速な情報収

集・意思決定を行い、被災者支援やインフラの復旧な

どを統括する役割を担っております。一方議会は、そ

の活動を監視し、必要な支援や予算の承認を行います。

災害時には被災者の声を反映し、迅速な対応を求める

ための議論を行うなど、行政に対して適切な災害対応

を求める役割を担っていると考えております。

（２）についてです。災害時における情報伝達や情

報共有の重要性は、近年の大規模災害の発生を受け、

ますます高まっていると認識をしております。そのた

め、行政と議会の連携は非常に重要だと考えておりま

す。

（３）です。議会は、災害対策に関する政策の立案

や予算の承認を行う機関として位置づけられておりま

す。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。



○13番 照屋仁士君 この質問を作成するに当たり、

私は去る２月６日から８日にかけて、能登半島地震の

被災地である石川県志賀町へ政務活動調査に伺いまし

た。被災から１年以上が経過をしていますけれども、

現状はまだまだ厳しい環境下にありました。災害から

普及・復興の取組を学ぶとともに、また原発に関連す

る地域課題や、対する取組も視察をさせていただきま

した。昨今は特に災害はどこで発生するのか、また想

定外の大規模災害も全国で頻発をしていて、決して他

人事ではありません。南風原町の防災行政にも生かし

ていきたいという趣旨で質問をしています。答弁をい

ただきましたが、まず１点目のところで、議会や議員

に対して防災計画というのがあります。防災計画上で

の位置づけや、または法的な根拠があるか伺います。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務課長。

○総務課長 仲村兼一君 お答えいたします。災害対

策基本法などの災害関連法案において、地方議会や議

員等の位置づけは明確にされておりません。また本町

の地域防災計画におきましても、議会や議員の位置づ

けは示されておりません。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 今、答弁いただきました。この

ような計画上、また法的な根拠がないにせよですね、

執行部が認識しているとおり、私もですね、この議会、

そして議員、防災時、また災害時の対応は非常に連携

が大事だというふうな趣旨で質問しています。ですの

でこういったやり取りの中でやっぱり共通認識を深め

ていくことが、非常に重要になるだろうというふうに

考えます。現在、災害状況等の報告については、直近

の議会や全員協議会などで報告はされているものと理

解していますけれども、それでよろしいでしょうか。

またこれまでの事例等も含め、これまで議会や議員に

対してどのように対応してきたか、お答えいただきた

いと思います。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務課長。

○総務課長 仲村兼一君 お答えいたします。議員が

おっしゃるとおり、災害状況等の報告につきましては、

直近の議会などを通じて行っているところです。これ

まで台風や警報級の大雨等により、町内で被害が発生

した場合など、被害状況や対応について報告をしてい

るところです。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 それでは２番に移りますが、今、

１番で答弁があったとおり、これまでも報告などで対

応しているということでありますけれども、あくまで

これは私の認識ですけれども、平時に戻ってからとい

うような認識であります。志賀町にてですね、向こう

の福田議長から当時の状況や対応を伺った際、特に印

象が強かったのは平時ではなくて有事の際、行政側の

災害対策本部と議会との連携に苦労したという点であ

りました。特に当時は元旦当日、長期休暇の合間、そ

のときに議会も議長もすぐに庁舎に駆けつけたけれど

も、なかなかその災害対策本部、当然入れてもらえな

かった。また情報がその場で共有できなかった。庁舎

内で右往左往したというような、非常に苦労したとい

うお話を伺いました。そういった観点でいくとですね、

本町でもそのようになり得るというふうに考えますけ

れども、その有事の際でいけばどのような想定がある

かですね、お答えいただきたいと思います。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務課長。

○総務課長 仲村兼一君 お答えいたします。大規模

災害時におきましては、議会との連携が重要だと考え

ております。情報の伝達や共有につきましては、議会

事務局を通じて行うことを想定しております。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 そういった平時と有事、いきな

り有事を迎えたときに、なかなか対応が難しいんじゃ

ないかという視点であります。そういったことであれ

ば、災害の大小にかかわらず、今ご答弁いただいたよ

うにですね、その対策本部を設置する際に議員や議会

も含めた運用についてもですね、模索をしてほしいと

いうふうに思うわけですがいかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務課長。

○総務課長 仲村兼一君 お答えいたします。対策本

部への議員を含めた運用については考えておりません

が、議会との連携は重要だと考えております。議会と

の情報共有を図り、災害対応や復旧に当たる必要があ

ると考えているところです。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 今の議論はですね、その対策本

部の中に入れなさいという議論ではありません。対策

本部がある、でも一方で議会というその役割も重要視

するのであるので、平時じゃなくて有事のときを想定

しながらですね、運用してほしいという趣旨ですので。

その運用の幅はこれから幾らでもあると思いますので、

そういったことを模索していく、そういった理解でよ

ろしいですか。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務課長。

○総務課長 仲村兼一君 お答えいたします。議員おっ

しゃるとおり情報の共有につきましては、スムーズに

できるように今後も努めていきたいと考えております。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。



○13番 照屋仁士君 ３点目に移ります。今回ですね、

この議会基本条例においても、今災害条項が盛り込ま

れるという予定で議論が進められています。私が視察

に行った志賀町からの教訓として、議員間でも災害関

連のＬＩＮＥグループを新たに立ち上げ情報を共有し

たとの報告であったり、また議会事務局が各議員との

情報共有や連携、また災害対策本部への伝達などに大

きく貢献をしたなどの事例を伺いました。そういった

ことからも、先ほども答弁をいただきましたが、議会

や議員との災害時、また平時からの運用についてもで

すね、連携を是非進めてほしいと思いますがいかがで

しょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務課長。

○総務課長 仲村兼一君 お答えいたします。議会と

の連携は重要だと考えております。情報共有を図り、

災害に強いまちづくりに努めてまいります。今後とも

ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 今回、給食の問題、災害の問題、

以上２点を質問させていただきました。新年度に当た

りですね、様々な取組があると思いますけれども、是

非町民の皆さんの生活、そして希望が上向きになるよ

うに、是非とも執行部の皆さんとともに私も努力をし

ていきたいと申し上げまして質問を終わります。以上

です。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午前11時22分）

再開（午前11時32分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。

通告書のとおり順次発言を許します。６番 大城雅

史議員。

〔大城雅史議員 登壇〕

○６番 大城雅史君 一般質問３番目、大城雅史です。

私事ですが、３月24日、30周年目の結婚記念日を迎え

ることができました。ありがとうございます。昨日、

妻とお話ししていると、30周年の記念品は何が必要か

と言ったら、ネットを調べますと、真珠、オパールと

いうことでした。昨日オパールをねだられて、今非常

に困っております。ただこの部分はですね、これまで

の感謝を込めて、少額でもいいので妻にプレゼントし

たいと思っております。今回の一般質問で一言申し上

げます。地域住民よりごみの問題が各地より取り上げ

られる中で、今回住民より対策についていろいろなご

意見がありましたので、今回の一般質問で取り上げて

おります。５Ｒにチャレンジして、地球にやさしい生

活を行うためにごみを減らすためのＲで始まる５つの

行動のことを５Ｒと言います。リフューズ、ごみにな

るものを断ること、リデュース、ごみを発生させない

こと、リユース、物を繰り返し使うこと、リペア、物

を修理して使うこと、リサイクル、資源として再生利

用することということでございます。それでは一括質

問一括答弁でお願いいたします。

大問１、津嘉山土地区画事業区域内の不法投棄につ

いてです。（１）津嘉山1152番地辺りの道路において、

不法投棄のバイクやごみが散乱しております。早めに

対策ができないか伺います。（２）その地域内に排水路

がありますが、ガードパイプが倒れており危険であり、

現状を確認し対応ができないか伺います。（３）津嘉山

土地区画事業区域内の不法投棄をなくす対策を伺いま

す。

大問２、安心ライフサポート事業について。（１）事

業概要について伺います。（２）令和６年度が最終年度

となっている。今後の取組について継続できないか伺

います。（３）ミマモライドのシステムの効果的な活用

ができないか伺います。

大問３、町道274号線の不法投棄について。（１）住

民より畑に不法投棄があったと聞いております。私有

地のため所有者の処分と聞いて、以前よりごみの不法

投棄がある場所であり、なかなか改善されない。今後

の対策を伺います。（２）有効手段として防犯カメラの

設置などを行うことはできないか伺います。以上、答

弁をお願いいたします。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項１、（１）についてお

答えいたします。当該箇所へ不法投棄されていたバイ

クについては、所有者へ撤去するように連絡し、散乱

していたごみは撤去をいたしました。

（２）です。ご指摘のガードパイプについては、仮

設支柱を設置し、安全対策を行いました。

（３）です。同区域内の不法投棄対策としては、看

板設置や未整備箇所への侵入禁止対策などを行ってま

いります。

続きまして質問事項２の（１）です。公益財団法人

みらいファンド沖縄から南風原町社会福祉協議会が助

成金を受けて、令和４年度から令和６年度に実施して

おります。道迷いのおそれのある認知症の方を捜索す

るミマモライドシステムの導入と併せて、見守り体制

を構築するための住民向け講座、映画上映会や認知症

カフェ等の実施により、地域で認知症高齢者を支える

仕組みづくりに取り組んでおります。



（２）です。当該助成事業で町社協が実施している

認知症の各取組は、今後も継続することを確認してお

ります。

（３）です。ミマモライドシステムは、認知症高齢

者等の道迷いを防止する取組の一つで、町のＳＯＳネッ

トワーク事業やＱＲコードで居場所が確認できる「ど

こシル伝言板」と相互に利用することで、効果的な活

用ができると考えております。

続きまして質問事項３の（１）です。当該箇所への

ごみの不法投棄物については、土地の所有者へ処分を

依頼をしております。今後の対策として、不法投棄の

看板設置や巡回パトロールを強化するとともに、関係

部署と連携し、効果的な取組を調査研究してまいりま

す。

（２）です。不法投棄防止の有効手段として、防犯

カメラの設置をはじめ、有効性のある対策を調査研究

してまいります。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午前11時38分）

再開（午後０時59分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。

午前に引き続き大城雅史議員の再質問から行いたい

と思います。６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 午前中、早く終わったことによっ

て皆さんからクレームがありますので、午後は早めに

終わりたいと思います。

では大問１から再質問させていただきます。今回、

近隣の地主のほうからですね、ごみが捨てられて困っ

ているということで何度か相談がありました。周りを

整備すれば、ごみの不法投棄もなくなるのかなと思っ

ております。そういった中で、今回バイクも捨てられ

ておりましてですね、その辺りの何と言いますか、バ

イクの不法投棄に対しての処理の仕方、当該地区だけ

ではなく、それ以外の地区もありますので、是非バイ

クの撤去に向けて、その内容をいま一度確認したいの

ですが、答弁をお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。当該

箇所のですね、バイクの投棄についてですが、２月21

日に現場の巡回した際にですね、バイクの放置のほう

を確認しました。車体番号のほうから持ち主を確認し、

３月６日には電話で撤去について連絡を行いました。

以上となっております。

○議長 赤嶺奈津江さん 住民環境課長。

○住民環境課長 金城直子さん お答えします。不法

投棄の処理の方法ですが、当該箇所等を含め町内にお

いて所有者の確認をした後に、撤去に向けて適切な対

応をしていきたいと考えております。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 ありがとうございます。結構、

津嘉山地域内、このバイク、ごみの問題がかなりあり

ます。やはり環境の中で、周辺整備を行っていけばそ

ういったごみの不法投棄もなくなると思いますので、

引き続きよろしくお願いしたいと思います。

大問１の（２）ですが、今回のガードパイプにつき

ましては仮設支柱を設置とありますけど、具体的には

どのような形で設置しているのか、その内容を伺いま

す。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。この

転落防止柵のほうですが、コンクリートの根本のほう

から支柱のほうが折れておりました。その支柱穴を利

用してですね、その穴を利用したパイプのほうを設置

して、その横桟というんですか、ガードパイプのほう

ですが、それを番線のほうで固定して動かないように

固定しております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 ただ、やはり仮設ですので、で

きれば早めに常設への振り替えもお願いしたいと思い

ますので、ご対応のほうをよろしくお願いいたします。

それと関連しまして、この地域内でですね、ほかに

も同じような箇所がないか。また現状を把握している

かどうか。ご答弁をお願いいたします。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。津嘉

山北区画整理地内のほうなんですが、同地区と同様で

はないんですが、特にごみの箇所が多いところとして

79街区、津嘉山大橋の西側、那覇市との近隣付近や106

街区、はま寿司付近等のほうで、空き地にごみの不法

投棄等が目立つところがあります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 あとその辺りのごみの不法投棄

があった場合の改修とか、そういった手順についてお

聞かせ願えますでしょうか。答弁お願いいたします。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。連絡

でごみが捨てられているよとかという場合もあるんで

すが、そういう際にはうちの職員と、あと維持管理業

者等で撤去する場合も多々あります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 分かりました。なかなかこの問

題は、ちょっといたちごっこというか、そんな感じが



見受けられましたので、引き続きパトロールなどを行っ

ていただければと思います。

あと（３）ですね。区画事業内の不法投棄の対策な

んですが、看板設置や未整備箇所への侵入禁止対策と

なっています。未整備箇所の部分の中で、地権者の方

から、例えばどういった対策を具体的にやっていくか

という意見があります。その中で、この地権者と連絡、

あと連携、どういった形で行っていけるのか。その辺

りを含めて答弁をお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。事業

箇所についてはですね、全て事業者、うちの南風原町

のほうで管理する義務がありますので、そこら辺は町

のほうで巡回等をして、不法投棄等がないか確認をし

ていくようなこととなります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 その地域内は、実際には町の管

理、特に地権者との関係というのは特にないんでしょ

うか。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 底地ということのご

質問ですが、底地の地主さんからの連絡等もあります

ので、そこら辺は連携して進めていきたいと思います。

以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 承知いたしました。かなり地主

の方からはいろいろ意見がありますので、引き続き整

備なども含めて、もちろん早めに区画整理地域内が整

備されればこういった問題もなくなってくると思いま

すので、それまで引き続きですね、このごみの問題に

関しては是非ご対応いただきますようよろしくお願い

いたします。

次に、大問２の安心ライフサポート事業について伺

います。まず認知症に関しましては、たとえ認知症に

なってもこれまでの日常生活を変えることなく、自分

らしく生き続ける社会、外出支援の仕組みづくりから

事業内容が重層もあると思いますが、認知症、南風原

町の連携についても伺いたいと思います。社協と町と

の連携について、安心ライフサポート事業をどういっ

た形で連携してくかというのをお願いできればと思い

ます。答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 保健福祉課長。

○保健福祉課長 大城あゆみさん お答えします。こ

の安心ライフサポート事業については、答弁にもあり

ましたとおり町社協のほうが独自に公益財団法人未来

ファンド沖縄から事業を受けて行っている事業になっ

ているんですけれども、実際この中で行っている講演

会ですとか、あと認知症カフェとか、そういったもの

に保健福祉課の職員、また保健福祉課に配置しており

ます認知症地域推進委員のほうも参加して、一緒に対

応しているところです。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 ありがとうございます。今回、

この事業について社協の扱いということは重々承知し

ておりますけれども、なかなか予算がなくなるという

ことで、この事業が継続できなくなるということが懸

念される部分でございますので、引き続きよろしくお

願いいたします。

大問２の（３）、まずどこシル伝言板の内容というこ

とがありますが、このどこシル伝言板の内容を、概要

をお聞かせ願えますでしょうか。答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 保健福祉課長。

○保健福祉課長 大城あゆみさん お答えします。ど

こシル伝言板のほうは、認知症当事者の方がよく身に

着ける衣服とか、よく持つかばん、バックとか、そう

いったものにＱＲコードシールを貼っておいて、道迷

い等になった際に、発見者がＱＲコードを読み取る、

スマホ等で読み取ると、個人情報等を開示せずに必要

な情報のみがウェブ上の掲示板に表示されて、その方

の保護者、家族等とやり取り、どこで発見したとか、

そういったやり取りができるようなシステムとなって

おります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 ありがとうございます。この家

族が知る方法というのは、どういった方法があります

か。携帯なのか、何かいろいろ、どうでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 保健福祉課長。

○保健福祉課長 大城あゆみさん お答えします。こ

ちらのほうは事前に登録するようなシステムになって

いますので、パソコンとかスマートフォンとかでやり

取りができるというような形になります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 ありがとうございます。あとこ

のどこシル伝言板ということですけど、いろいろ周知

はされていると思うんですけれども、今現在町民には

どのような形でこのどこシル伝言板を周知しているの

か、どういった形で確認できるのか伺いたいのですが、

答弁をお願いいたします。

○議長 赤嶺奈津江さん 保健福祉課長。

○保健福祉課長 大城あゆみさん お答えします。ど

こシル伝言板のほうは、町のホームページ、また広報

誌等でも周知しているところです。またそういったご



相談に見えた方にお知らせするといったような形を取っ

ております。引き続き周知等を図ってまいりたいと考

えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 あと各自治会との連携とかも、

どのような形で行われているか、ご答弁お願いいたし

ます。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午後１時11分）

再開（午後１時11分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。保健福祉課長。

○保健福祉課長 大城あゆみさん お答えします。こ

のどこシル伝言板自体は、認知症の方のご家族、保護

者の方とのやり取りという形になってきますので、自

治会との直接的なやり取りというものは、今特にやっ

ていないということになります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 承知しました。

あと最後に、例えば今のどこシル伝言板、県内市町

村でどれぐらいの自治体が行っているか、もし分かれ

ばご答弁お願いいたします。

○議長 赤嶺奈津江さん 保健福祉課長。

○保健福祉課長 大城あゆみさん お答えします。本

町以外に那覇市、豊見城市、糸満市、南城市、八重瀬

町、西原町、中城村が導入しております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 ありがとうございます。やはり

地域でもこういった認知症の方々の相談が増えてきて

おりまして、まずは社協のほうに行くように伝えてお

ります。そういった中で地域での見守り、あと町全体

での見守りということで今回の質問をさせていただい

ておりますので、どうもありがとうございます。

次に大問３、まず沖縄県の環境政策課から、沖縄県

不法投棄実態報告において、令和４年４月１日から令

和５年３月31日までの調査対象の中で、以下のような

報告がありました。１、不法投棄の場所の内容。不法

投棄場所は人目につきにくい原野、森林、山林等が過

半数を占める。２、一般廃棄物の不法投棄では、本来

家電リサイクル法に基づく処理が必要な廃家電（冷蔵

庫、テレビ）などをはじめ粗大ごみ、家庭ごみ等が投

棄されている場所が多数報告されている。同一の場所

に複数台の廃家電が投棄される事案が多いことから、

消費者の行為のみならず、無償または安価で廃棄物回

収を行う無許可業者による投棄の可能性も考えると見

られております。地域別で見られますと、南部保健所

管内、南風原町ですね。原野や農地に不法投棄が多い

とございました。そういった観点からですね、不法投

棄があった場合のその対応というか、それをお聞かせ

願えますか。ご答弁お願いいたします。

○議長 赤嶺奈津江さん 住民環境課長。

○住民環境課長 金城直子さん お答えします。個人

所有地への畑や農地等への不法投棄の対応としまして

は、先ほど答弁があったように所有者へ処分をお願い

しているところであります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 今回相談があったのが、所有地

であります畑に畳が投げ入れられたというのがござい

ました。しかしながら何と言うんでしょう、投げられ

たものを法律上地主が処分するというのは分かります

けれども、これにかかる費用もかなり金額かかります

ので、その辺りを含めまして、是非何らかの対策をお

願いしたいと思います。例えば、やはり防犯カメラの

設置、またはパトロールの強化、その辺りを含めて何

かいい方法があれば答弁をお願いいたします。

○議長 赤嶺奈津江さん 住民環境課長。

○住民環境課長 金城直子さん お答えします。令和

２年度に設置しました県貸与の不法投棄監視カメラが、

翌年に盗難という事案がありましたが、新年度、令和

７年度当初から県のほうに設置に向けて申請を行って

まいります。また併せて不法投棄の看板の設置、また

パトロールの強化等を継続して実施していきたいと考

えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 承知いたしました。あとカメラ

の設置に関しまして、何か基準とかありますか。例え

ばこの当該地域ではなくそれ以外にもこういった場所

があると思うんですけれども、その辺りを含めた形で

大体何台ぐらい設置できるのか、１台だけなのか、そ

の辺りも含めて答弁をお願いいたします。

○議長 赤嶺奈津江さん 住民環境課長。

○住民環境課長 金城直子さん お答えします。沖縄

県不法投棄等監視カメラ取扱要綱の中で確認をしたと

ころ、設置場所は市町村または地域住民からの設置の

要望がある場所となっております。また内容としまし

ては、監視カメラを設置する際には、その設置場所に

監視カメラが設置されている旨の表示を行わないとい

けないということになっております。県のほうに市町

村への貸与ということが第10条にありますので、それ

に基づいて申請を行っていきたいと考えております。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 貸与ということがありましたが、

これは無償で、それとも有料で、どちらでしょうか。



○議長 赤嶺奈津江さん 住民環境課長。

○住民環境課長 金城直子さん お答えします。無償

であります。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 ありがとうございます。今回、

やはり各地域、このごみ問題はかなり深刻な部分であ

りまして、今回の畳の不法投棄の件に関しましては、

住民も困っておりましたので今回の質問とさせていた

だいています。引き続きこういったごみの投棄されや

すい場所に関してはパトロールを行っていきながら、

こういったカメラの設置に向けて是非やってほしいと

思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

以上で一般質問を終わります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午後１時18分）

再開（午後１時19分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。

通告書のとおり順次発言を許します。４番 西銘多

紀子議員。

〔西銘多紀子議員 登壇〕

○４番 西銘多紀子さん 皆様、こんにちは。本日４

番目となります。４番、西銘多紀子です。よろしくお

願いいたします。一問一答でお願いいたします。

大問１、給食について。（１）調理業務等を民間業者

へ委託する理由について伺う。（２）委託する業務内容

について伺う。（３）幼稚園での週１回のお弁当作り、

また夏休みのお弁当作りが負担であるとの要望が多い

がこの声にどう対応されるか伺う。以上、お願いしま

す。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育長。

○教育長 金城郡浩君 大きい質問１の（１）につい

てです。学校給食調理等の民間委託は、民間のノウハ

ウや専門性、柔軟性を取り入れることができるととも

に、安全で安心な給食調理体制を構築できることが期

待できるという考えから行っております。

（２）についてです。委託については、給食の調理、

学校までの配送、回収、食器類の洗浄などの片づけの

部分となります。

（３）についてです。ケータリングなどでの対応を

検討してきましたが、本町の規模を受託できる事業者

がなかったため、引き続き対応策を検討してまいりた

いと考えております。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん では再質問に行きたいと思

います。今回ですね、現地で給食センターの施設見学

や給食の試食もさせていただきました。どうもありが

とうございました。子どもたちが楽しみにしている給

食、保護者もまた関心のある給食に関することで、タ

イトなスケジュールで進んだことで、保護者の方から

疑問や不透明さを感じるということで陳情が多かった

件となります。こちらはですね、現状よりも今３名も

増えて、柔軟に人員配置ができ、民間業者の持つ専門

技術や効率性を生かすことができていくという期待が

できました。１月に行われました八重瀬町の給食費値

上げの説明会に私も参加させていただきました。その

中でも、学校給食の役割であったり、給食費改定に係

る経緯であったり、概要及びスケジュールに関して細

かく説明されておりました。また基本物資、パン、お

米などの価格の推移も確認することができたんですね。

今回は、その給食の一部業務委託に関してだけを質問

したんですけれども、そのほかにも給食費の値上げも

今回決定しております。その中で制度設計が大きく変

わるということで、説明会に代わるような細かい情報

の発信が必要であったように感じますが、それに関し

てはいかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

情報発信については、私たちの運営委員会のほうでも

ＰＴＡ、地域の代表、学校長等の参加があり、その地

域の皆さんの意見を集約してですね、私たちのほうで

ホームページ、アンケート、いろいろな手法で周知に

努めていたと考えております。学校のほうにはですね、

分かりやすくですね、改定しますよということでスク

リレ等で情報発信、周知に努めてまいってきたと考え

ております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん ありがとうございます。今

回、ちょっと新聞報道で知ったですとか、そういった

声もあったんですけれども、今回議案第20号の資料で

も分かりやすくですね、調理業務委託の範囲、配送業

務の委託の範囲が分かりやすく表でまとめられている

部分もありましたので、そういった表を用いてですね、

分かりやすく情報発信していただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん 多紀子議員がおっ

しゃるように、議員さんが給食センターのほうに視察

に来たときにも活用させていただいた図のことだと思っ

ております。それについて分かりやすいといただきま

したので、今後ですね、ホームページ等に掲載したい



と思います。よろしくお願いします。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん ありがとうございます。で

は（３）のほうなんですけれども、こちらがですね、

この調理業務を民間業者へ委託するに当たって、今ま

でニーズが高い部分のハードルが下がるところじゃな

いかなというふうに感じるんですけれども、いかがで

しょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 学校教育課長。

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

今回、民間委託することによって学校給食の提供が変

わるわけではございませんので、お弁当や夏休みの提

供については、やはり課題が同じように残るというふ

うに認識しております。なのでここに関しましては、

私たちもケータリングだったり、今回受託する事業者

の方にも相談とかやりながら、引き続き検討してまい

りたいというふうに考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん ありがとうございます。私

どもにも、恐らく幼稚園で現場の方にも、現場の先生

方にも同じような要望が行っていると思います。とて

もニーズが高い部分ですので、引き続き検討をよろし

くお願いいたします。

それでは次の質問に行きます。大問２、不登校児童

について。（１）今年度の不登校に関係する予算額とそ

の内容について伺う。（２）コミュニティスクールが導

入されるが不登校児童はどのように関われるか伺う。

（３）不登校児童、またはその保護者へのリーフレッ

ト作成やオンラインイベントなどをできないか伺う。

以上、お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育長。

○教育長 金城郡浩君 質問事項２の（１）について

お答えします。今年度における不登校に関する予算は

……。すみません。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午後１時28分）

再開（午後１時28分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。教育長。

○教育長 金城郡浩君 再度答弁します。質問事項２

の（１）についてお答えします。今年度における不登

校に関する予算額は3,215万8,000円を計上しておりま

す。内容につきましては、Ｑ－Ｕテスト委託料や作業

療法士派遣委託料、教育相談員、適応指導教室指導員、

自立支援教室指導員、特別支援教育相談員、心の教室

相談員の人件費等となっております。

（２）についてお答えいたします。学校運営協議会

を開催し、学校、保護者、地域の皆様で建設的な意見

交換が行われましたが、不登校児に関する議論は未だ

行われていない状況です。

（３）についてお答えします。現在、校長会及び教

頭会において、不登校児童生徒に関する支援策につい

て、リーフレットの作成を含め協議いたしております。

現時点で、オンラインイベントの計画はございません。

以上になります。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん 今年度の不登校に関する予

算額とその内容についてなんですけれども、前年とほ

ぼ変わらないように見受けられるんでけれども、内容

も変わらないということでよろしいでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 学校教育課長。

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

令和５年度の当初予算ベースの比較で2,607万9,000円

です。令和６年度が3,215万8,000円という形なんです

が、この差につきましてはおっしゃられるように内容

の変更はございません。ただし心の教室相談員の待遇

改善のために、時給を1,000円から1,330円に上げたこ

とによっての増額や、会計年度任用職員の昇給に伴う

ものになっていますので、令和５年度から令和６年度

の実施内容についての変更はございません。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん 不登校の児童数の確定は、

まだなされていないと思うんですけれども、傾向とし

てはいかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 学校教育課長。

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

不登校の児童生徒数につきましては、やはり私どもも

増加傾向にある、もしくは横ばいというふうに見込ん

でございます。やはりコロナ禍に入る以前の令和元年

度を中心に統計を見てみますと、例えば平成27年度か

ら平成30年度の４年間の合計と令和元年度より後の令

和２年度から令和５年度の合計を見ますと、小学校で

約３倍、中学校でも約２倍以上という形になっていま

すので、やはりこの不登校児童生徒数の推移というも

のは増加傾向に、また横ばいというふうに見込んでご

ざいます。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん ありがとうございます。（２）

のほうのコミュニティスクールが導入されるが、不登

校児童はどのように関われるか伺うというところなん

ですけれども、コミュニティスクールの説明会に関し

ては２月17日に行われたと思います。コミュニティス

クールは、学校運営協議会を設置した学校のこととあ



り、学校と保護者や地域の皆様がともに知恵を出し合

い、学校運営に意見を反映させることで一緒に共同し

ながら子どもたちの豊かな成長を支え、地域とともに

ある学校づくりを進める法律に基づいたものであると

理解しております。説明会に参加した方も、今後の学

校と地域の在り方、つながり方が気になって参加した

という声がありました。一足先に豊見城市のほうで実

際に始まっている中でも、不登校の現状を確認し協議

をしたり、子どもたちを集めて歴史を学んだりする取

組があるということで、非常によいイメージを持って

いますが、導入に当たってどこか参考にしたところな

どはありますでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 学校教育課長。

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

今回導入に当たって、どこの市町村を参考にしたかと

いう明確なものはないんですが、導入に当たっては私

どもも近隣市町村や先進地の事例、文科省等からも事

例が出ていますので、そちらを研究しながら進めてき

たという形になります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん 今回ですね、答弁の中で学

校運営協議会を開催し、学校、保護者、地域の皆様で

建設的な意見交換が行われたということなんですけれ

ども、これは現在何回ほど行われているのでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 学校教育課長。

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

今年度はモデル校２校、南星中学校と翔南小学校で１

回ずつ３学期に開催されております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん ありがとうございます。こ

れからはですね、この不登校の問題に関しても多く議

論されていくことと思いますので、よろしくお願いい

たします。

（３）です。不登校児童またはその保護者へのリー

フレット作成やオンラインイベントなどをできないか

伺う。こちらのリーフレットは、豊見城市の登校支援

リーフレットのことをお話ししたんですけれども、一

枚ビラで分かりやすく、どこの立ち位置にいるかです

とか、あとチェックリストもあるので大分分かりやす

いリーフレットになっていると思います。あとオンラ

インイベントに関しては、県の事業なんですけれども、

県事業で行っているものでした。不登校、ひきこもり、

保護者、当事者ご本人、関係者からのご質問にライブ

で答えるオンラインイベントでして、自分の子どもだ

けじゃなかったんだですとか、そう考えればよかった

んだ、そういう方法があったんだというふうに理解を

深めることができ、気持ち的に楽になったという意見

がございました。町内で悩む方に話を聞いても、本人

もそうなんですけれども、子どものことを一番に考え

る保護者の方の精神的な負担は大きく感じております。

多くの保護者がですね、仕事への向き合い方も考えざ

るを得ない状況です。福井県では不登校の当事者目線

で支援や情報提供の在り方を考えようというプロジェ

クトが立ち上がりました。意見交換会での意見を基に、

不登校の体験談や支援策などをパンフレットにまとめ

て、来月より、４月より県内の小中学校で配る計画と

いうことで、とてもいい取組だなというふうに感じま

した。その中で保護者の方の、子どもが不登校になっ

たとき、支援の少なさや情報の見えにくさを強く感じ

た。子どもの選択肢を狭めない、個性を生かせる学び

につなげられるようにしたいという発言もありました

が、町内でも当事者の皆様から同じような意見をいた

だきます。私自身もほかの都道府県や市町村の取組も

確認しているところです。先日はですね、豊見城市の

とよむ教室に行かせていただきました。学校から離れ

た豊見城総合公園陸上競技場の一角にあって、給食も

提供されておりました。個人個人に配慮した手厚な教

育内容で、笑い声があふれて驚いたんですけれども、

そこに至る経緯、様々なご苦労があったということで

お伺いしました。本町でもですね、今現在どういった

ことで悩んでいるのか、どういうことをしてほしいの

かということは、当事者や保護者に聞くことが望まし

いと感じます。一堂に会するような場を定期的に設け

るなど、当事者、当事者家族が孤立感を持たないよう

に環境整備方の支援も含めて考えてほしいと思います

が、いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 学校教育課長。

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

現在、当事者の方々を集めてということを町独自で行っ

ておりませんので、こちらについてはやはり関係機関

も含め、今後調査研究をしながら実施に向けて取り組

んでいく必要があるのかなというふうに考えています。

先ほどおっしゃられていたオンラインイベント等も本

町のほうにも届いておりますので、周知をしながら努

めてまいりたいということと、あとリーフレットにつ

いても今作成途中ですので、そちらを周知しながら、

また保護者の方のご意見を直接お伺いできるような場

を設けていけたらなというふうに考えてございます。

以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん 前向きなご答弁ありがとう

ございます。



それでは次の質問に行きたいと思います。３番、ｍ

ｏｂｉについて。（１）利用者数の推移や満足度につい

て伺う。（２）運賃体系、エリア拡大、サービス内容の

見直しなど、新年度に実施予定の変更点を伺う。以上、

お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項３、（１）についてお

答えいたします。利用者数は月によって若干の変動は

あります。毎月おおむね1,000人前後の利用者数となっ

ています。満足度については、アンケート結果から９

割の利用者が大変満足していると回答を受けておりま

す。

質問事項３、（２）でございます。次年度の変更点は

利便性向上を図るため、平日と土日祝日の運行時間帯

と台数の見直しを行います。具体的には、比較的利用

者の少ない土日祝日を現行の午前９時から午後７時を、

午前10時から午後７時への短縮と運行台数を２台から

１台へ減。利用者の多い平日を現行の午前９時から午

後７時を、午前８時から午後８時への延長と運行台数

を２台から最大３台に増する予定となっています。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん 再質問（１）、（２）、同時に

進めさせていただきます。今年度総事業費、補助金等

の内訳をお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。令和６年度の総事業費が3,943万4,000

円となっております。令和７年度についてはですね、

総事業費が2,691万5,000円となっております。以上で

す。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん 今の点で、少なくなった分

ですね、どういったところでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。令和６年度から令和７年度について

は、令和７年度が1,251万9,000円の減となっておりま

す。大きな要因としてはですね、初年度、令和６年度

につきましては、初年度のシステム構築費が非常に大

きくウエイトを占めていて、その部分が大きく減にな

るということとなっております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん ありがとうございます。こ

ちらの（２）のほうで、大分平日３台に増えていると

いうところがですね、乗車率の比率ですとか、前後１

時間の延長を望む声が大きかったところを酌み取って

そうなっているという理解でよろしいでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。令和６年度の運行実績を踏まえるこ

とと併せまして、利用者のアンケート調査であったり

町民の方々のアンケート調査を踏まえて、土日祝日の

すいている時間帯を、この平日の混み合っている時間

帯に回すことによって、より効率的な持続可能な乗り

物とするため改善を図るということとなっております。

以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん アプリと電話予約があると

思うんですけれども、それぞれの予約率を確認させて

いただけますでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。アプリの利用者が約９割ですね、コー

ルセンターでの利用が約１割ということの内訳となっ

ております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん どこに行くために乗ってい

るのか、アンケートの乗車目的、上位を教えていただ

けますでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。令和６年度の実績からは、商業施設

であったり病院関係、公共施設などが上位を占めてい

るということとなっております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん この利用目的で商業施設が

多く占めると思うんですけれども、その部分で企業協

賛や企業協力を求めてはどうかと思いますが、こちら

はいかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。非常に貴重なご提案と考えています。

私たちも今年度ですね、あらゆる様々な方法で収益化

を図るほうに力を入れていきたいというふうに考えて

いまして、こういった乗降率の多い商業施設であった

りショッピングセンターとかですね、こういったとこ

ろの方々と調整させていただきながらですね、どうに

か法人契約とか、定額の法人契約であったり、こういっ

たところの検討を今年度早い時期に検討していきたい

というふうに考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん 最近ですね、コンビニでも



ｍｏｂｉ乗降場と書かれた看板を見るんですけれども、

これはコンビニの方が用意してくれているものなので

しょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。そうですね、議員さんがおっしゃる

ようにローソンさんにサインポール、ｍｏｂｉの乗降

場所ということでサインポールが立てられております。

最近ですね。これはローソンさんの連携でですね、ロー

ソンさんが独自で立てていただいているというところ

になっております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん サインポール、とても分か

りやすい部分だと思います。この乗降場の利活用も含

めて、もっと伸ばせる事業だと思うんですけれども、

商工会議所等へのご協力があればですね、もっと盛り

上がるのではないかと思いますが、こちらの点はいか

がでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。商工会のほうもですね、今年度ちょっ

と私たちも早い時期にですね、商工会のほうから商工

会員、会員の方々にもｍｏｂｉの目的であったり趣旨

を説明させていただいた上で、今後できれば、例えば

協賛企業とかの募集を募るとか、こういったところで

多角的にあらゆる方法で収益を上げていきたいという

ふうに考えております。そういったところで考えてお

ります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん 要望のあった時間の延長で

あったりですとか、あと平日は３台に増えるというこ

とで、４月からもですね、ちょっと楽しみにしており

ます。今後もよろしくお願いいたします。

では次の質問に行きたいと思います。大問４、兼本

ハイツの道路状況の改善を。（１）ガードレールの修繕

について問う。（２）中央線や横断歩道の白線が消えて

おり大変危険であるが対応できないか伺う。以上、お

願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項４、（１）についてお

答えいたします。現状を確認し、必要な処置を行って

まいります。

（２）です。道路の中央線については、令和７年度

で対応いたします。また、横断歩道の白線については、

既に県が修復を行っております。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん では再質問に行きたいと思

います。（１）のガードレールの修繕についてなんです

けれども、こちらは兼本ハイツの東側に位置する２か

所でありまして、数年前から要望をしております。令

和５年度にも、自治会長より文書でも伝えております。

該当場所は崖上であり、腐敗した今の状況では本来の

防御機能を持ち合わせていないと感じますので、ご対

応をお願いいたします。

（２）につきまして、横断歩道の白線というのは兼

本ハイツの南側、坂上のＴ字路の箇所です。こちら２

月14日に行われました子どもたちの登校時の安全を守

る地域見守りパトロール第19回活動報告会でも指摘さ

れておりました。現在、対応されてしっかりと引かれ

ております。ありがとうございます。中央線の白線な

んですけれども、こちらがまだ引かれていないんです

けれども、オーバーラインを超えての運転があります。

スピードが抑えられる注意喚起にもなります。早めの

ご対応をお願いいたします。西側のですね、坂道で少

し道幅が狭くなる箇所への注意喚起の黄色と黒の警告

テープを張っていただきました。こちらは夜、また雨

の日も見えやすく助かっております。ご対応いただき

ありがとうございました。以上で私の一般質問を終え

ます。ありがとうございました。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午後１時51分）

再開（午後１時54分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。

通告書のとおり順次発言を許します。15番 知念富

信議員。

〔知念富信議員 登壇〕

○15番 知念富信君 皆さん、こんにちは。通告書に

従いまして一般質問を行います。一括質問で一括答弁

をお願いいたします。

大問１、津嘉山北土地区画整理事業を問う。（１）土

地区画整理事業の中断している北側地区への土砂投入

事業の計画はあるか伺う。（２）土砂の搬入量はどのく

らい想定しているか。（３）事業が始まるまで、公共事

業や民間工事の土砂を譲り受け、那覇空港自動車道高

架橋下の管理区域に仮置きする考えはないか伺う。（４）

南風原高校東側、字津嘉山1152番地の１付近の道路で

長い間通行止めになっている。原因と対策はないか伺

う

大問２、津嘉山本部公園線の高架橋下の活用をとい

うことで（１）高架橋下は長い間放置されている。放



置の原因と面積を問う。（２）民間事業者に借用させる

考えはないか伺う。

大問３、南部東道路の早期完了をということで（１）

南城市大城地区で２年ほど工事が止まった状態にある。

原因は何か。（２）南部東道路と関連する黄金森公園線

の起点側の照屋地区について、工事着手年度を伺う。

（３）高速道路へのジャンクション工事の着手時期を

伺う。以上、よろしくお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項１の（１）と（２）

は一括で答弁いたします。土砂投入計画はあり、搬入

量は約10万立米を予定しております。

（３）です。現時点で那覇空港自動車道高架橋下へ

の仮置きは予定はありません。

（４）です。原因としては、地権者との交渉が難航

しているためです。地権者から理解が得られるよう交

渉を継続してまいります。

質問事項２の（１）です。令和４年度まで建築工事

を行う業者と借地契約を交わして使用させていました

が、現在は相手先の都合により契約しておりません。

面積は約1,250平米となっております。

（２）です。借用条件に合致した事業者から申請が

あれば検討してまいります。

続きまして質問事項３の（１）です。南部東道路現

場事務所に確認したところ、昨年度から今年度にかけ

て道路整備に伴う擁壁、盛土、地盤改良等の工事を行っ

ているとの回答でした

（２）についてです。沖縄県に確認したところ、昨

年度は南風原南インターチェンジ交差点付近について

関係機関と協議を行っており、今年度は道路詳細設計

を実施しているとのことです。工事着手時期は、用地

取得後となるため、現時点で明確な時期を示すことが

できないとのことでした。

（３）です。南部東道路現場事務所に確認したとこ

ろ、工事着手時期は今後の用地取得状況によるため、

現時点で明示すことはできないとのことでございます。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 どうもありがとうございました。

では再質問を行いたいと思います。まず北側地区の土

砂投入事業の計画はあるかということで伺っておりま

したら、計画はありますよと。搬入量は10万立米を予

定しているという形での答弁をいただいておりますけ

れども、本部公園線の橋梁工事がこれから始まります

が、道路部分からの土砂投入で先行するのか、その辺

りを伺いたいと思います。よろしくお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。議員

がおっしゃるとおりですね、区画整理のほうも今後も

切土による残土が発生する箇所がまだありますので、

そういう土を最優先に利用する予定となっております。

以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 今年度から橋梁工事が始まると

いう形で100メートルちょっとありましたけれども、50

メートルぐらいは今年度で工事をしますよと、橋梁部

分をやるよという形の説明もいただいておりますけれ

ども、あと残り50メートル余り、それにつけて道路部

分が本部公園線の道路が延長されますけれども、やっ

ぱりどうしても低い状態がありますよね。そこにやっ

ぱり土砂を埋めないとこの道路部分が先行できない形

でありますので、そういう形で今行く形で予定どおり

でよろしいですか。その答弁で。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。今、

議員がおっしゃっている箇所についてはですね、次年

度以降から擁壁工事のほうが入っていきます。その部

分に関しては、議員おっしゃるとおり低い場所となっ

ております。土がですね、約10万立米という結構すご

いボリュームになりますので、この場所だけではなく

てですね、広範囲にわたって盛土する箇所が結構あり

ますので、本部公園線の南側の松風苑のほうとかです

ね、今後も大型擁壁等の工事が出てきて切土をする工

事が結構今後続いていきますので、そこら辺の土をで

すね、区域内から出る土を最優先に盛土に利用してい

く計画となっております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 （１）と（２）は一括で答弁あ

りますので、質問も一括でまとめてやりたいと思って

いますけれども。津嘉山公園に、前に仮置きをされて

おりましたけれども、あの土は全体で何万立米ありま

したか。答弁お願いします。大体の想定でいいです。

10万立米以上はあったと思いますけれども、答弁お願

いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。おっ

しゃるとおり約10万立米程度あったと思われます。以

上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 北土地区画整理事業、大分遅れ

た形で今後着工する形になっておりますけれども、こ

の本部公園線道路事業には、想定より何年ぐらい遅れ

ている状況がありますか。答弁お願いします。



○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。はっ

きりとした数字ではちょっと回答できないんですが、

地権者との交渉で大幅に現在遅れている状況となって

おります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 今後、地権者の同意を得られて

いるという感じのあれで進める形になりますけれども、

土砂投入、今まで予定していた土砂が別のところに移っ

た。前は名城のホテルのところに移動した。今現在、

津嘉山の公園は整備が順調に進んでいますけれども、

この仮土砂をそこに持っていく予定にしていた、北土

地区画整理事業に持って行く予定をしていた。今後は

この10万立米をよそから持ってくる形になりますけれ

ども、この10万立米の土砂を今どういう計画で搬入す

る予定でありますか。答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。この

10万立米という土なんですが、先ほどもちょっと答弁

したんですけれども、区画整理内の工事のほうがまだ

ありますので、その部分からの切土による残土が発生

する箇所が、優先的に土をその盛土箇所に施工してい

く予定となっております。また町の公共工事、区画整

理以外の工事等もありますので、そこからも利用基準

を確認しながら搬入のほうを行っていく予定となって

おります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 今、土地区画の中でいろいろと

切土もあったりして、そこは補ったりしますけれども、

全体的に10万立米足りない感じというは想定していま

すので、これはどういう感じで集める予定、10万立米

を確保するのに、前に説明をちょっと伺いましたけれ

ども、よそからいろいろ公文でちゃんと出せば集まる

よとかありましたけれども。これはやっぱり、例えば

今年お願いしますと言っても、10万立米さっと集まる

という想定はできないと思うので、何年度に向けてこ

の10万立米を達成するような感じの確保ができるか。

そのための計画がありますか。答弁をお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。おお

むね今この北側の盛土箇所については、補償等が完了

後ですね、５年から６年程度で盛土のほうの施工を行っ

ていきたいと思っております。現在ですね、区画整理

で発生した土以外で不足する分に関してはですね、沖

縄県内で公共工事発生残土利用調整計画というのがあ

りますので、発生する残土の沖縄県内の情報共有があ

ります。それを利用してですね、各市町村も沖縄県も

含めて、残土が発生する工事予定の発注者と事前に調

整をし、残土受入れを予定していきたいと考えており

ます。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 分かりました。やっぱりこれだ

け南風原町は受け入れしますよと、絶対土が足りませ

んのでということで早めにやっぱり公告を出してです

ね、事業が早めに達成できるようにひとつお願いした

いと思いますのでよろしくお願いします。

それと一番思うのが、今那覇空港自動車道の高架橋

の下に仮置きされていますよね。あれはどこの仮置き

なんですか。答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。あの

土に関してはですね、道路管理者の土だと考えられま

す。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 その高架橋下、ああいう感じで

仮置きされている。向こうは公団がやっているかもし

れませんけれども、南風原町もこの公団に掛け合って

申請すれば、そういうのはできませんか。今公園用地

で公園用地でしょうがないとありますけれども、あれ

から喜屋武に向けてはまだ全然、ずっと放置されてい

る状況の高架橋ですよね。その辺りは公団に申請すれ

ば仮置きとかできませんかね、答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。今現

在ですね、区画整理区域内でも多少残土をストックす

る箇所等もまだあるものですから、那覇空港自動車道

の桁下への残土のストック等については、今現在考え

ておりません。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 分かりました。（４）に行きたい

と思いますけれども、南風原高校の東側の字津嘉山1152

番地の１付近ということは、南風原高校のグラウンド

の東側に当たっておりますけれども、そこはアパート

がありますけれども、急な下り坂になっていますけれ

ども、そこは前は通行止めじゃなくて通行できていた

んですよ。それがいつの間にか通行止めになって、長

い間放置されているという現状にありますけれども、

その原因は何だったんですか。答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。その

付近のですね、地権者との補償交渉に時間を要してい

るのが原因となっております。交渉が難航している点



として、用地背面に大型擁壁の設置による圧迫等や前

面道路高、あと減歩ですね、そういう等の理由で交渉

が今難航している状態となっております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 これは一連の土地が難航してい

る地権者と同等ですか。答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。別の

地権者となります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 今、土を盛土しますよと、こっ

ちも土を盛土しないといけない形ではありますけれど

も、やっぱりそこからどうしても今生活道路でありま

すので、そこから先行して、例えば地権者の合意を得

られた場合には、そこを先行して土を盛土するという

感じには考えていますか。答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 そういう工程も考え

ております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 よろしくお願いします。では大

問２に行きたいと思います。津嘉山本部公園線の高架

橋下の活用ということで、そこは長い間、自分の範囲

では長い間放置されている感じがありました。だけど

令和４年度まで契約を交わしていたという感じの報告

を一応いただいておりますけれども。ここは1,250平米

と言いますから、400坪ぐらいの土地だと思いますけれ

ども。これは前にもですね、バス事業者が貸してくれ

と、高架橋の下ではありましたけれども、そこではな

くて那覇空港の高架橋の下を何とか貸してくれないか

という感じの問合せがありましたけれども。よく見た

ら、そこは町のあれだからできるんじゃないかという

感じで今質問している状況がありまして、何とか貸し

てほしいという感じがありますので。その実績ですね、

令和４年度まで建築関係の事業者が借りていたよとい

う感じでありますけれども、今までの中で十五、六年

ぐらいたっていますので、この下のほうはですね、そ

こで何件ぐらいの借地契約がありましたかね。分かる

範囲でありましたら答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 すみません。直近３

年では令和４年の実績があるんですが、それ以前に関

してはちょっと把握しておりません。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 分かりました。高架橋でありま

すので、これからも、今年も橋梁工事が始まりますけ

れども、そこは側道も計画が入っていますか。この高

架橋の側道ですね、それも計画がありますか。答弁お

願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。橋梁

の横の部分に緑道のほうが計画されております。以上

です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 分かりました。高架橋下は現在

開いている状況がありますけれども、これは前にちょっ

と話を伺った中では、土地区画の事業者を優先、そし

て地権者を優先で借地をしますよという感じの話はう

かがっておりましたけれども、今後これが進んでいっ

て完成後でもいいし、その辺りのときはやっぱりこの

土地を借用させる考えはあるわけですね。答弁お願い

します。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。今後

はですね、議員おっしゃるように他市町村の事例とか

ですね、そういう内容も調査研究を行っていきたいと

考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 この借用条件に合致したら、事

業者から申請があったら貸しますよと、それも検討し

ますよという感じの答弁をいただいておりますけれど

も、この借地条件というのは大体どういう感じの条件

ですか。答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午後２時22分）

再開（午後２時22分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。区画下水道課

長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。基準

としてですね、町発注の建設工事等に関する場合とか、

区画整理区域内で個人が建築する場合に、この工事に

伴うヤードとかですね、区画整理地内の企業の駐車場

等が基準であります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 借用条件というのは、工事関係

に合致した業者に貸そうと。普通の、例えばバスとか

タクシーとか、いろんな民間のあれにはちょっと考え

ていないという感じでよろしいわけですね。答弁お願

いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。この

橋梁下の場所に限ってでよろしいでしょうか。この場



所に関してはですね、橋脚等も狭いピッチで建ってお

りますので、そこら辺はバス等の駐車場にはちょっと

不向きだと考えられます。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 では大問３に行きたいと思いま

す。南部東道路の早期完了ということで質問いたしま

したけれども、本当に南部東道路、本当に早期完了し

てほしいと、みんな南部の人たちは当然、私たち南風

原町、南城市、みんな思っているところでありますけ

れども、なかなか工事が進まない状況がありまして、

自分が見た範囲では大城地域でずっと止まっている感

じであるんですよ。だけど答弁では擁壁とか盛土とか、

地盤改良等で工事を行っていますよという回答があり

ますけれども、現場事務所も見当たらない状況で、全

然工事も進んでいない状況が見当たりますけれども、

それでもやっている感じの答弁がありますけれども。

これは県議会の中でもですね、去年、一昨年だったか、

県議会でその質問があって、令和10年頃までにはその

高速道路の接点までは完了しますよという感じの答弁

があったんですよ。今の状況だったら全然、来るとは

全然想像できない状況がありますので、全然遅れてい

る感じなんですよ。その辺りがちょっと意外だなと思っ

ていますけれども。予定としては、大体何年頃という

感じの答弁をいただいていますか。答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。予定としてはですね、南部土木事務

所の情報としては2020年代後半には暫定供用したいと

いうことの大きな目標を一応掲げているということで

伺っています。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午後２時26分）

再開（午後２時26分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。15番 知念富

信議員。

○15番 知念富信君 2020年代、あと５年ぐらいでは

何とかめどがつくんじゃないかという感じの答弁であ

るという感じでありますけれども。最初はですね、起

点が南風原町の照屋地区のくがに市場のところの交差

点が起点だったんですよ。そこが起点で行く形が、逆

から工事が始まってきて、今大城地区で止まっている。

令和２年度にここが変更になって、照屋地区じゃなく

て、今ジャンクションのちょうど今、これはちょっと

説明しにくいな、宮平地区に変わっているんですよね、

南部東道路の区間がですね。長さが970メートルになっ

ているんですけれども、その辺りはちょっと説明を、

課長のほうでお願いできますか。この変わった理由で

すね。もう一つ、黄金森公園線、これも変わっていま

すよね、その辺りをちょっと説明をお願いしたいと思

います。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。富信議員がおっしゃるようにですね、

南部東道路の当初の決定としましては、平成23年に当

初決定がなされています。その当初の決定としては、

おっしゃるように南インターチェンジが起点として、

終点は南城市側の１本の道路として南城都市計画道路

として都市計画決定がされているところです。その後、

経過を踏まえてですね、当然ジャンクションとかの計

画がいろいろ様々出てきた中で、令和２年度にですね、

都市計画変更を行うわけなんですけれども、その大き

な目的としてはですね、もともと１本で南城都市計画

道路だったものを、ちょっとややこしいんですけれど

も、南風原町は那覇広域都市計画区域で、南城市は南

城都市計画区域と２つの都市計画区域にまたがる状況

なので、基本的には都市計画道路というのは那覇広域

と南城都市計画で分ける必要があるだろうということ

で、南風原区間を那覇広域の都市計画道路、南部東道

路ということで位置づけて、南城市は南城市で位置づ

けたというところで、そういったところのもろもろの

計画変更と、あとおっしゃったように起点、終点が大

幅に変わったというところですね。南風原区間の南部

東道路というのは、令和２年の４月に都市計画変更が

なされて、起点側がですね、南部東道路と那覇空港自

動車道が直接連結する、新たにジャンクションが計画

されているところですね、あそこが起点として、終点

側はそこから神里に向かうとですね、ちょうど南城市

さんとの市町界ですね、行政界までが終点ということ

で南部東道路として変更されているというところです。

続いて黄金森公園線は、同じく令和２年に都市計画変

更されていますが、起点側が南風原南インターチェン

ジが起点となって、終点側が照屋北交差点、旧社協が

ある交差点の部分が終点となっているところです。以

上となります。その中でジャンクションの計画とかで

すね、こういったことも含めて全体的に令和２年に都

市計画変更を行ったという経過でございます。以上で

す。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 課長から説明を受けてきました

けれども、この南風原工区の970メートルが一応起点と

なって、神里方面に向かって行きますよという感じが

ありますけれども、南城市側はさて置いておいて、南



風原工区側の起点からの工事の予定はありますか。着

工時期とか、それを分かったらお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。工事着手時期についてはですね、用

地交渉の関係もあることから、現時点では何年度とい

うことはお答えできないということで伺っております

が、予定としては令和７年度から南風原区間、神里の

ほうでですね、用地交渉を入っていくということで伺っ

ております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 分かりました。よろしくお願い

します。

（２）に行きたいと思いますけれども、黄金森公園

線の起点側の照屋地区についての工事着工を伺うとい

う感じで質問しておりますけれども、その質問に対し

ても用地取得後となるため、今のところ明確に示せま

せんよという感じでありますけれども。今の黄金森公

園線、これ現在は片側１車線でなっておりますけれど

も、中央公民館前は片側１車線か。そこも片側２車線

の合計４車線の道路になるわけですよね。1,680メート

ルありますけれども、長さが、そこの答弁を４車線と

いうことで了解ですよね。答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。黄金森公園線は延長が先ほど言った

1,680メートルで、幅員は28メートルの４車線道路とい

うことになっていまして、旧社協の交差点から南イン

ターチェンジまで４車線で整備するという計画となっ

ております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 この黄金森公園線もまだ工事着

手には、まだまだ明確に答えることができませんよと

いう感じの答弁だと思いますので割愛します。

（３）に行きたいと思います。高速道路のジャンク

ション工事の着手時期を伺うということで質問をいた

しましたけれども、これも用地取得状況により現時点

では明示することができないという形で答弁をいただ

いておりますけれども。南部東道路から高速道路への

乗り入れができることになりますので、早期の完了が

求められています。建設計画が公表されない現状では、

大変残念ではありますけれども、早期の着工を希望し

て質問を終わりたいと思います。ありがとうございま

した。

○議長 赤嶺奈津江さん 以上で本日の日程は、全部

終了しました。本日は、これで散会します。お疲れさ

までした。

散会（午後２時34分）


